
新

旧

対

照

表

（

案

）

○

埼

玉

県

環

境

影

響

評

価

条

例

施

行

規

則

改

正

案

現

行

第

一

条

（

略

）

第

一

条

（

略

）

（

調

査

計

画

書

等

）

（

調

査

計

画

書

等

）

第

二

条

（

略

）

第

二

条

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）

３

条

例

第

四

条

第

三

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

調

査

３

条

例

第

四

条

第

三

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

調

査

計

画

書

の

内

容

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

又

は

光

デ

計

画

書

の

内

容

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

（

こ

れ

に

ィ

ス

ク

（

こ

れ

ら

に

準

ず

る

方

法

に

よ

り

一

定

の

事

項

準

ず

る

方

法

に

よ

り

一

定

の

事

項

を

確

実

に

記

録

し

て

を

確

実

に

記

録

し

て

お

く

こ

と

が

で

き

る

物

を

含

む

。

お

く

こ

と

が

で

き

る

物

を

含

む

。

以

下

同

じ

）

と

す

。

以

下

同

じ

）

と

す

る

。

る

。

。

第

三

条

～

第

六

条

（

略

）

第

三

条

～

第

六

条

（

略

）

（

準

備

書

等

）

（

準

備

書

等

）

第

七

条

（

略

）

第

七

条

（

略

）

２

条

例

第

十

一

条

の

規

則

で

定

め

る

行

為

は

、

別

表

第

２

条

例

第

十

一

条

の

規

則

で

定

め

る

行

為

は

、

別

表

第

三

の

上

欄

に

掲

げ

る

対

象

事

業

の

種

類

に

応

じ

、

そ

れ

三

の

上

欄

に

掲

げ

る

対

象

事

業

の

種

類

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

行

為

（

同

欄

に

掲

げ

る

行

ぞ

れ

同

表

の

下

欄

に

掲

げ

る

行

為

と

す

る

。

為

を

行

わ

な

い

対

象

事

業

に

あ

っ

て

は

、

当

該

対

象

事

３

（

略

）

業

の

実

施

）

と

す

る

。

４

条

例

第

十

一

条

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

準

備

書

等

３

（

略

）

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

４

条

例

第

十

一

条

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

準

備

書

等

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

と

す

る

。

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

又

は

光

デ

ィ

ス

ク

と

す

る

。

第

八

条

～

第

十

九

条

（

略

）

第

八

条

～

第

十

九

条

（

略

）

（

評

価

書

等

）

（

評

価

書

等

）

第

二

十

条

（

略

）

第

二

十

条

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）

３

条

例

第

十

八

条

第

二

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

評

３

条

例

第

十

八

条

第

二

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

、

評



価

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

価

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

又

は

光

デ

ィ

ス

ク

と

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

と

す

る

。

す

る

。

第

二

十

一

条

～

第

二

十

七

条

（

略

）

第

二

十

一

条

～

第

二

十

七

条

（

略

）

（

事

後

調

査

書

等

）

（

事

後

調

査

書

等

）

第

二

十

八

条

（

略

）

第

二

十

八

条

（

略

）

２

（

略

）

２

（

略

）

、

、

３

条

例

第

三

十

条

の

二

第

二

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

３

条

例

第

三

十

条

の

二

第

二

項

の

規

則

で

定

め

る

物

は

事

後

調

査

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

事

後

調

査

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

又

は

光

デ

ィ

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

と

す

る

。

ス

ク

と

す

る

。

（

事

後

調

査

書

に

対

す

る

意

見

書

の

提

出

）

（

事

後

調

査

書

に

対

す

る

意

見

書

の

提

出

）

第

二

十

九

条

条

例

第

三

十

条

の

四

第

一

項

の

意

見

書

に

第

二

十

九

条

条

例

第

三

十

条

の

四

の

意

見

書

に

つ

い

て

つ

い

て

は

、

第

六

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

は

、

第

六

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

に

お

い

て

、

同

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

調

て

、

同

条

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

中

「

調

査

計

画

査

計

画

書

」

と

あ

る

の

は

「

事

後

調

査

書

」

と

読

み

書

」

と

あ

る

の

は

「

事

後

調

査

書

」

と

読

み

替

え

る

、

、

替

え

る

も

の

と

す

る

。

も

の

と

す

る

。

（

都

市

計

画

対

象

事

業

）

（

都

市

計

画

対

象

事

業

）

第

三

十

条

対

象

事

業

が

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

第

三

十

条

対

象

事

業

が

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

十

三

年

法

律

第

百

号

）

第

四

条

第

七

項

に

規

定

す

る

市

街

地

開

法

律

第

百

号

）

第

四

条

第

七

項

に

規

定

す

る

市

街

地

開

発

事

業

と

し

て

同

法

の

規

定

に

よ

り

都

市

計

画

に

定

め

発

事

業

と

し

て

同

法

の

規

定

に

よ

り

都

市

計

画

に

定

め

ら

れ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

対

象

事

業

又

は

対

象

事

業

ら

れ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

対

象

事

業

又

は

対

象

事

業

に

係

る

施

設

が

同

条

第

五

項

に

規

定

す

る

都

市

施

設

以

に

係

る

施

設

が

同

条

第

五

項

に

規

定

す

る

都

市

施

設

以

（

（

下

「

都

市

施

設

」

と

い

う

）

と

し

て

同

法

の

規

定

に

下

「

都

市

施

設

」

と

い

う

）

と

し

て

同

法

の

規

定

に

。

。

よ

り

都

市

計

画

に

定

め

ら

れ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

都

よ

り

都

市

計

画

に

定

め

ら

れ

る

場

合

に

お

け

る

当

該

都

市

施

設

に

係

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

は

、

条

例

第

二

章

市

施

設

に

係

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

は

、

条

例

第

二

章

第

一

節

か

ら

第

六

節

ま

で

の

規

定

並

び

に

第

一

条

か

ら

第

一

節

か

ら

第

六

節

ま

で

の

規

定

並

び

に

第

一

条

か

ら

前

条

ま

で

及

び

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

三

ま

で

の

規

定

前

条

ま

で

及

び

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

三

ま

で

の

規

定

に

よ

り

行

う

べ

き

環

境

影

響

評

価

及

び

事

後

調

査

に

関

に

よ

り

行

う

べ

き

環

境

影

響

評

価

及

び

事

後

調

査

に

関

す

る

手

続

そ

の

他

の

行

為

は

、

次

項

か

ら

第

四

項

ま

で

す

る

手

続

そ

の

他

の

行

為

は

、

次

項

か

ら

第

四

項

ま

で



及

び

次

条

か

ら

第

三

十

三

条

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

及

び

第

三

十

一

条

か

ら

第

三

十

三

条

ま

で

に

定

め

る

と

よ

り

、

当

該

都

市

計

画

を

定

め

る

者

（

以

下

「

都

市

計

こ

ろ

に

よ

り

当

該

都

市

計

画

を

定

め

る

者

以

下

都

、

（

「

画

決

定

権

者

」

と

い

う

）

が

当

該

対

象

事

業

に

係

る

市

計

画

決

定

権

者

」

と

い

う

）

が

当

該

対

象

事

業

に

。

。

事

業

者

に

代

わ

る

も

の

と

し

て

、

当

該

対

象

事

業

又

は

係

る

事

業

者

に

代

わ

る

も

の

と

し

て

、

当

該

対

象

事

業

対

象

事

業

に

係

る

施

設

（

以

下

「

対

象

事

業

等

」

と

い

又

は

対

象

事

業

に

係

る

施

設

（

以

下

「

対

象

事

業

等

」

う

）

に

関

す

る

都

市

計

画

の

決

定

又

は

変

更

を

す

る

と

い

う

）

に

関

す

る

都

市

計

画

の

決

定

又

は

変

更

を

。

。

手

続

と

併

せ

て

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

す

る

手

続

と

併

せ

て

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

て

、

条

例

第

二

十

三

条

第

四

項

、

第

二

十

四

条

及

び

第

お

い

て

、

条

例

第

二

十

三

条

第

四

項

、

第

二

十

四

条

及

二

十

六

条

の

二

の

規

定

並

び

に

第

二

十

二

条

第

三

号

及

び

第

二

十

六

条

の

二

の

規

定

並

び

に

第

二

十

二

条

第

三

、

。

び

第

二

十

六

条

第

三

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

号

及

び

第

二

十

六

条

第

三

号

の

規

定

は

適

用

し

な

い

２

～

９

（

略

）

２

～

９

（

略

）

第

三

十

一

条

（

略

）

第

三

十

一

条

（

略

）

る

手

続

と

の

調

整

）

（

事

業

者

の

行

う

環

境

影

響

評

価

と

の

調

整

）

（

事

業

者

の

行

う

環

境

影

響

評

価

と

の

調

整

）

第

三

十

二

条

事

業

者

が

条

例

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

第

三

十

二

条

事

業

者

が

条

例

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

調

査

計

画

書

を

作

成

し

て

か

ら

知

事

が

条

例

第

六

よ

り

調

査

計

画

書

を

作

成

し

て

か

ら

知

事

が

条

例

第

六

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

う

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

う

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

当

該

調

査

計

画

書

に

係

る

対

象

事

業

等

を

都

市

計

画

に

当

該

調

査

計

画

書

に

係

る

対

象

事

業

等

を

都

市

計

画

に

定

め

よ

う

と

す

る

都

市

計

画

決

定

権

者

が

、

事

業

者

及

定

め

よ

う

と

す

る

都

市

計

画

決

定

権

者

が

、

事

業

者

及

び

知

事

に

そ

の

旨

を

通

知

し

た

と

き

は

、

当

該

都

市

計

び

知

事

に

そ

の

旨

を

通

知

し

た

と

き

は

、

当

該

都

市

計

画

に

係

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

の

条

例

第

三

十

一

条

第

画

に

係

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

の

条

例

第

三

十

一

条

第

一

項

の

規

定

及

び

第

三

十

条

第

一

項

の

規

定

は

、

事

業

一

項

の

規

定

及

び

第

三

十

条

第

一

項

の

規

定

は

、

事

業

者

が

そ

の

通

知

を

受

け

た

時

か

ら

適

用

す

る

。

こ

の

場

者

が

そ

の

通

知

を

受

け

た

時

か

ら

適

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

事

業

者

は

、

そ

の

通

知

を

受

け

た

後

、

合

に

お

い

て

、

事

業

者

は

、

そ

の

通

知

を

受

け

た

後

、

直

ち

に

当

該

調

査

計

画

書

、

環

境

に

影

響

を

及

ぼ

す

地

直

ち

に

当

該

調

査

計

画

書

、

環

境

に

影

響

を

及

ぼ

す

地

域

に

関

す

る

基

準

に

該

当

す

る

と

認

め

る

地

域

を

記

載

域

に

関

す

る

基

準

に

該

当

す

る

と

認

め

る

地

域

を

記

載

し

た

書

類

及

び

当

該

調

査

計

画

書

の

内

容

を

記

録

し

た

し

た

書

類

及

び

当

該

調

査

計

画

書

の

内

容

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

を

都

市

計

画

決

定

権

者

に

送

付

し

な

け

磁

気

デ

ィ

ス

ク

又

は

光

デ

ィ

ス

ク

を

都

市

計

画

決

定

権

れ

ば

な

ら

な

い

。

者

に

送

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

（

略

）

２

（

略

）

３

知

事

が

条

例

第

六

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

っ

て



３

知

事

が

条

例

第

六

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

っ

て

か

ら

条

例

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

う

ま

で

か

ら

条

例

第

十

二

条

の

規

定

に

よ

る

公

告

を

行

う

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

公

告

に

係

る

対

象

事

業

等

の

間

に

お

い

て

、

こ

れ

ら

の

公

告

に

係

る

対

象

事

業

等

を

都

市

計

画

に

定

め

よ

う

と

す

る

都

市

計

画

決

定

権

者

を

都

市

計

画

に

定

め

よ

う

と

す

る

都

市

計

画

決

定

権

者

が

事

業

者

並

び

に

知

事

及

び

調

査

計

画

書

の

写

し

の

送

、

が

事

業

者

並

び

に

知

事

及

び

調

査

計

画

書

の

写

し

の

送

付

を

受

け

た

市

町

村

長

に

そ

の

旨

を

通

知

し

た

と

き

は

付

を

受

け

た

市

町

村

長

に

そ

の

旨

を

通

知

し

た

と

き

は

事

業

者

は

、

当

該

対

象

事

業

に

係

る

準

備

書

を

作

成

し

、

事

業

者

は

、

当

該

対

象

事

業

に

係

る

準

備

書

を

作

成

し

て

い

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

作

成

し

た

後

速

や

か

に

、

て

い

な

い

場

合

に

あ

っ

て

は

作

成

し

た

後

速

や

か

に

、

準

備

書

を

既

に

作

成

し

て

い

る

場

合

に

あ

っ

て

は

通

知

準

備

書

を

既

に

作

成

し

て

い

る

場

合

に

あ

っ

て

は

通

知

を

受

け

た

後

直

ち

に

、

当

該

準

備

書

及

び

こ

れ

を

要

約

を

受

け

た

後

直

ち

に

、

当

該

準

備

書

及

び

こ

れ

を

要

約

し

た

書

類

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

準

備

書

等

」

と

し

た

書

類

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

準

備

書

等

」

と

い

う

）

並

び

に

当

該

準

備

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

。

い

う

）

並

び

に

当

該

準

備

書

等

の

内

容

の

う

ち

知

事

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

。

（

「

」

が

指

定

し

た

事

項

に

係

る

部

分

を

記

録

し

た

磁

気

デ

ィ

ス

ク

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

特

定

磁

気

デ

ィ

ス

ク

ス

ク

又

は

光

デ

ィ

ス

ク

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

と

い

う

）

を

都

市

計

画

決

定

権

者

に

送

付

す

る

も

の

。

定

磁

気

デ

ィ

ス

ク

等

」

と

い

う

）

を

都

市

計

画

決

定

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

都

市

計

画

に

係

。

権

者

に

送

付

す

る

も

の

と

す

る

こ

の

場

合

に

お

い

て

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

は

、

条

例

第

三

十

一

条

第

一

項

。

、

当

該

都

市

計

画

に

係

る

対

象

事

業

に

つ

い

て

は

、

条

例

の

規

定

及

び

第

三

十

条

第

一

項

の

規

定

は

、

都

市

計

画

第

三

十

一

条

第

一

項

の

規

定

及

び

第

三

十

条

第

一

項

の

決

定

権

者

が

当

該

準

備

書

等

及

び

特

定

磁

気

デ

ィ

ス

ク

規

定

は

、

都

市

計

画

決

定

権

者

が

当

該

準

備

書

等

及

び

の

送

付

を

受

け

た

と

き

か

ら

適

用

す

る

。

特

定

磁

気

デ

ィ

ス

ク

等

の

送

付

を

受

け

た

と

き

か

ら

適

用

す

る

。

４

～

５

（

略

）

４

～

５

（

略

）

第

三

十

三

条

（

略

）

第

三

十

三

条

（

略

）

別

表

第

一

（

第

一

条

関

係

）

別

表

第

一

（

第

一

条

関

係

）

区

分

対

象

事

業

区

分

対

象

事

業

一

道

路

の

新

イ

新

設

一

道

路

の

新

イ

新

設

設

及

び

改

築

～

（

略

）

設

及

び

改

築

～

（

略

）

(1)

(3)

(1)

(3)

森

林

法

（

昭

和

二

十

六

年

森

林

法

（

昭

和

二

十

六

年

(4)

(4)

法

律

第

二

百

四

十

九

号

）

第

法

律

第

二

百

四

十

九

号

）

第



四

条

第

二

項

第

四

号

に

規

定

百

九

十

三

条

に

規

定

す

る

林

（

「

」

。
）

す

る

林

道

（

以

下

「

林

道

」

道

以

下

林

道

と

い

う

と

い

う

）

の

開

設

（

特

別

の

新

設

（

特

別

の

地

域

に

お

。

の

地

域

に

お

け

る

も

の

に

限

け

る

も

の

に

限

る

）

で

あ

。

る

）

で

あ

っ

て

、

幅

員

が

っ

て

、

幅

員

が

六

・

五

メ

ー

。

六

・

五

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

ト

ル

以

上

で

あ

り

、

か

つ

、

り

、

か

つ

、

そ

の

区

間

の

長

そ

の

区

間

の

長

さ

が

二

キ

ロ

。

さ

が

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

上

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

も

の

で

あ

る

も

の

。

ロ

改

築

ロ

改

築

～

（

略

）

～

（

略

）

(1)

(5)

(1)

(5)

林

道

の

拡

幅

（

特

別

の

地

(6)

域

に

お

け

る

も

の

に

限

る

。

）

で

あ

っ

て

、

当

該

拡

幅

に

よ

り

幅

員

が

六

・

五

メ

ー

ト

ル

未

満

か

ら

六

・

五

メ

ー

ト

ル

以

上

と

な

り

、

か

つ

、

そ

の

区

間

の

長

さ

が

二

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

も

の

二

・

三

（

略

）

二

・

三

（

略

）

四

飛

行

場

の

イ

設

置

四

飛

行

場

の

イ

設

置

設

置

及

び

そ

航

空

法

施

行

規

則

（

昭

和

設

置

及

び

そ

航

空

法

施

行

規

則

（

昭

和

(1)

(1)

の

施

設

の

変

二

十

七

年

運

輸

省

令

第

五

十

の

施

設

の

変

二

十

七

年

運

輸

省

令

第

五

十

更

六

号

）

第

七

十

五

条

第

一

項

更

六

号

）

第

七

十

五

条

第

一

項

の

陸

上

空

港

等

（

以

下

「

陸

の

陸

上

飛

行

場

（

以

下

「

陸

上

空

港

等

」

と

い

う

）

の

上

飛

行

場

」

と

い

う

）

の

。

。

設

置

設

置

（

略

）

（

略

）

(2)

(2)

ロ

施

設

の

変

更

ロ

施

設

の

変

更

陸

上

空

港

等

の

滑

走

路

の

陸

上

飛

行

場

の

滑

走

路

の

(1)

(1)



増

設

、

延

長

又

は

位

置

の

変

増

設

、

延

長

又

は

位

置

の

変

更

で

あ

っ

て

、

増

設

等

を

す

更

で

あ

っ

て

、

増

設

等

を

す

る

滑

走

路

の

長

さ

が

五

百

メ

る

滑

走

路

の

長

さ

が

五

百

メ

ー

ト

ル

以

上

の

も

の

ー

ト

ル

以

上

の

も

の

（

略

）

（

略

）

(2)

(2)

五

～

八

（

略

）

五

～

八

（

略

）

九

住

宅

団

地

住

宅

団

地

の

造

成

で

あ

っ

て

、

施

九

住

宅

団

地

住

宅

団

地

の

造

成

で

あ

っ

て

、

施

の

造

成

行

区

域

の

面

積

が

五

十

ヘ

ク

タ

ー

の

造

成

行

区

域

の

面

積

が

五

十

ヘ

ク

タ

ー

ル

（

施

行

区

域

の

五

十

パ

ー

セ

ン

ル

（

施

行

区

域

の

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

が

森

林

、

湖

沼

又

は

湿

原

ト

以

上

が

森

林

、

湖

沼

又

は

湿

原

で

あ

る

も

の

（

以

下

「

森

林

等

の

で

あ

る

も

の

（

第

十

三

号

、

第

十

地

域

に

係

る

事

業

」

と

い

う

）

四

号

及

び

第

十

九

号

に

お

い

て

森

。

「

に

あ

っ

て

は

二

十

ヘ

ク

タ

ー

ル

林

等

の

地

域

に

係

る

事

業

」

と

い

、

）

以

上

の

も

の

う

）

に

あ

っ

て

は

、

二

十

ヘ

ク

。

タ

ー

ル

）

以

上

の

も

の

十

～

十

九

（

略

）

十

～

十

九

（

略

）

二

十

土

地

区

イ

土

地

区

画

整

理

法

（

昭

和

二

二

十

土

地

区

土

地

区

画

整

理

法

（

昭

和

二

十

九

画

整

理

事

業

十

九

年

法

律

第

百

十

九

号

）

第

画

整

理

事

業

年

法

律

第

百

十

九

号

）

第

二

条

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

一

項

に

規

定

す

る

土

地

区

画

整

理

区

画

整

理

事

業

（

以

下

「

土

地

事

業

（

以

下

「

土

地

区

画

整

理

事

区

画

整

理

事

業

」

と

い

う

）

業

」

と

い

う

）

で

あ

っ

て

、

施

。

。

で

あ

っ

て

、

施

行

区

域

の

面

積

行

区

域

の

面

積

が

五

十

ヘ

ク

タ

ー

が

五

十

ヘ

ク

タ

ー

ル

以

上

の

も

ル

以

上

の

も

の

の

ロ

土

地

区

画

整

理

事

業

で

あ

っ

て

、

第

九

号

又

は

第

十

三

号

の

事

業

に

相

当

す

る

も

の

（

森

林

等

の

地

域

に

係

る

事

業

を

除

く

）

に

係

る

面

積

を

五

十

で

。

除

し

た

数

値

と

第

十

号

か

ら

第



十

二

号

ま

で

の

事

業

に

相

当

す

る

も

の

又

は

第

九

号

若

し

く

は

第

十

三

号

の

事

業

に

相

当

す

る

も

の

の

う

ち

森

林

等

の

地

域

に

係

る

事

業

に

係

る

面

積

を

二

十

で

除

し

た

数

値

と

の

和

が

一

以

上

と

な

る

も

の

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

「

特

別

の

地

域

」

と

は

、

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

「

特

別

の

地

域

」

と

は

、

次

に

掲

げ

る

地

域

を

い

う

。

次

に

掲

げ

る

地

域

を

い

う

。

一

鳥

獣

の

保

護

及

び

狩

猟

の

適

正

化

に

関

す

る

一

鳥

獣

の

保

護

及

び

狩

猟

の

適

正

化

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

四

年

法

律

第

八

十

八

号

）

第

二

法

律

（

平

成

十

四

年

法

律

第

八

十

八

号

）

第

二

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

鳥

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

鳥

獣

保

護

区

の

特

別

保

護

地

区

獣

保

護

区

の

特

別

保

護

地

区

二

自

然

公

園

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

百

六

二

自

然

公

園

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

百

六

十

一

号

）

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

十

一

号

）

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

国

立

公

園

又

は

国

定

公

園

の

特

別

地

定

さ

れ

た

国

立

公

園

又

は

国

定

公

園

の

特

別

地

域

域

三

自

然

環

境

保

全

法

（

昭

和

四

十

七

年

法

律

第

三

自

然

環

境

保

全

法

（

昭

和

四

十

七

年

法

律

第

八

十

五

号

）

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

八

十

五

号

）

第

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

原

生

自

然

環

境

保

全

地

域

及

び

同

指

定

さ

れ

た

原

生

自

然

環

境

保

全

地

域

及

び

同

法

第

二

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

法

第

二

十

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

自

然

環

境

保

全

地

域

の

特

別

地

区

れ

た

自

然

環

境

保

全

地

域

の

特

別

地

区

四

絶

滅

の

お

そ

れ

の

あ

る

野

生

動

植

物

の

種

の

四

絶

滅

の

お

そ

れ

の

あ

る

野

生

動

植

物

の

種

の

保

存

に

関

す

る

法

律

（

平

成

四

年

法

律

第

七

十

保

存

に

関

す

る

法

律

（

平

成

四

年

法

律

第

七

十

五

号

）

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

五

号

）

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

生

息

地

等

保

護

区

定

さ

れ

た

生

息

地

等

保

護

区

五

埼

玉

県

立

自

然

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

五

埼

玉

県

立

自

然

公

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

埼

玉

県

条

例

第

十

五

号

）

第

十

二

条

第

一

項

の

埼

玉

県

条

例

第

十

五

号

）

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

埼

玉

県

立

自

然

公

園

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

埼

玉

県

立

自

然

公

園

の

特

別

地

域

の

特

別

地

域



六

埼

玉

県

自

然

環

境

保

全

条

例

（

昭

和

四

十

九

六

埼

玉

県

自

然

環

境

保

全

条

例

（

昭

和

四

十

九

年

埼

玉

県

条

例

第

四

号

）

第

十

七

条

第

一

項

の

年

埼

玉

県

条

例

第

四

号

）

第

十

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

県

自

然

環

境

保

全

地

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

県

自

然

環

境

保

全

地

域

の

特

別

地

区

域

の

特

別

地

区

七

埼

玉

県

希

少

野

生

動

植

物

の

種

の

保

護

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

埼

玉

県

条

例

第

十

一

号

）

第

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

希

少

野

生

動

植

物

保

護

区

別

表

第

二

（

第

三

条

関

係

）

別

表

第

二

（

第

三

条

関

係

）

対

象

事

業

の

種

類

環

境

に

影

響

を

及

ぼ

す

地

域

対

象

事

業

の

種

類

環

境

に

影

響

を

及

ぼ

す

地

域

一

高

速

自

動

車

国

対

象

事

業

が

実

施

さ

れ

る

区

一

高

速

自

動

車

国

対

象

事

業

が

実

施

さ

れ

る

区

道

、

自

動

車

専

用

域

の

周

囲

一

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

道

、

自

動

車

専

用

域

の

周

囲

一

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

道

路

、

そ

の

他

の

以

内

の

地

域

道

路

及

び

そ

の

他

以

内

の

地

域

道

路

及

び

林

道

の

の

道

路

の

新

設

及

新

設

及

び

改

築

、

び

改

築

並

び

に

林

放

水

路

の

新

築

並

道

の

新

設

、

放

水

び

に

鉄

道

等

の

線

路

の

新

築

並

び

に

路

の

高

架

化

及

び

鉄

道

等

の

線

路

の

増

設

高

架

化

及

び

増

設

二

・

三

（

略

）

二

・

三

（

略

）

四

陸

上

空

港

等

の

対

象

事

業

が

実

施

さ

れ

る

区

四

陸

上

飛

行

場

の

対

象

事

業

が

実

施

さ

れ

る

区

設

置

及

び

そ

の

施

域

の

周

囲

五

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

設

置

及

び

そ

の

施

域

の

周

囲

五

キ

ロ

メ

ー

ト

ル

設

の

変

更

以

内

の

地

域

設

の

変

更

以

内

の

地

域

別

表

第

三

（

第

七

条

関

係

）

別

表

第

三

（

第

七

条

関

係

）

対

象

事

業

の

種

類

行

為

一

～

二

（

略

）

一

～

二

（

略

）

二

の

二

林

道

の

新

イ

・

ロ

（

略

）

二

の

二

林

道

イ

・

ロ

（

略

）

設

及

び

改

築

ハ

自

然

環

境

保

全

法

第

十

ハ

自

然

環

境

保

全

法

第

十



七

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

る

許

可

の

申

請

、

同

法

第

、

同

法

第

二

十

一

条

第

一

項

二

十

一

条

第

一

項

（

同

法

（

同

法

第

三

十

条

に

お

い

第

三

十

条

に

お

い

て

準

用

て

準

用

す

る

場

合

を

含

す

る

場

合

を

含

む

）

の

。

む

）

の

規

定

に

よ

る

協

規

定

に

よ

る

協

議

又

は

同

。

議

又

は

同

法

第

二

十

五

条

法

第

二

十

五

条

第

四

項

の

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

許

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

可

の

申

請

ニ

絶

滅

の

お

そ

れ

の

あ

る

ニ

絶

滅

の

お

そ

れ

の

あ

る

野

生

動

植

物

の

種

の

保

存

野

生

動

植

物

の

種

の

保

存

に

関

す

る

法

律

第

三

十

七

に

関

す

る

法

律

第

三

十

七

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

条

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

、

同

法

第

三

許

可

の

申

請

、

同

法

第

三

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

十

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

同

法

第

五

十

よ

る

届

出

、

同

法

第

五

十

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

又

は

同

条

第

三

項

る

協

議

又

は

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

通

知

の

規

定

に

よ

る

通

知

ホ

・

ヘ

（

略

）

ホ

・

ヘ

（

略

）

ト

埼

玉

県

希

少

野

生

動

植

物

の

種

の

保

護

に

関

す

る

条

例

第

二

十

条

第

四

項

の

、

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

同

条

例

第

二

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

、

同

条

例

第

三

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

協

議

又

は

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

通

知



三

ダ

ム

の

新

築

イ

～

ロ

（

略

）

三

ダ

ム

の

新

築

イ

～

ロ

（

略

）

ハ

河

川

法

（

昭

和

三

十

九

ハ

河

川

法

第

二

十

六

条

第

年

法

律

第

百

六

十

七

号

）

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

第

二

十

六

条

第

一

項

の

規

の

申

請

、

同

法

第

七

十

九

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

、

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

同

法

第

七

十

九

条

第

一

項

認

可

の

申

請

又

は

同

法

第

の

規

定

に

よ

る

認

可

の

申

九

十

五

条

の

規

定

に

よ

る

請

又

は

同

法

第

九

十

五

条

協

議

の

規

定

に

よ

る

協

議

四

放

水

路

の

新

築

（

略

）

四

放

水

路

の

新

築

（

略

）

五

鉄

道

等

の

建

設

イ

全

国

新

幹

線

鉄

道

整

備

五

鉄

道

等

の

建

設

イ

全

国

新

幹

線

鉄

道

整

備

及

び

改

良

法

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

及

び

改

良

法

第

九

条

第

一

項

の

規

定

第

七

十

一

号

）

第

九

条

第

に

よ

る

認

可

の

申

請

一

項

の

規

定

に

よ

る

認

可

ロ

～

ハ

（

略

）

の

申

請

ロ

～

ハ

（

略

）

六

陸

上

空

港

等

及

イ

航

空

法

（

昭

和

二

十

七

六

陸

上

飛

行

場

及

イ

航

空

法

（

昭

和

二

十

七

）

）

び

陸

上

ヘ

リ

ポ

ー

年

法

律

第

二

百

三

十

一

号

び

陸

上

ヘ

リ

ポ

ー

年

法

律

第

二

百

三

十

一

号

ト

の

設

置

及

び

そ

第

三

十

八

条

第

一

項

若

し

ト

の

設

置

及

び

そ

第

三

十

八

条

第

一

項

若

し

の

施

設

の

変

更

く

は

第

四

十

三

条

第

一

項

の

施

設

の

変

更

く

は

第

四

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

の

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

又

は

同

法

第

五

十

五

条

請

又

は

同

法

第

五

十

五

条

の

二

第

三

項

に

お

い

て

準

の

二

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

法

第

三

十

八

条

用

す

る

同

法

第

三

十

八

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

告

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

告

示

示

ロ

（

略

）

ロ

（

略

）

七

工

場

の

設

置

及

イ

都

市

計

画

法

第

二

十

九

七

工

場

の

設

置

及

イ

都

市

計

画

法

（

昭

和

四

び

そ

の

施

設

の

変

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

び

そ

の

施

設

の

変

十

三

年

法

律

第

百

号

）

第

更

規

定

に

よ

る

許

可

の

申

請

更

二

十

九

条

第

一

項

又

は

第



ロ

～

ホ

（

略

）

二

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

ヘ

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

の

申

請

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

ロ

～

ホ

（

略

）

）

第

六

条

第

一

項

若

し

く

は

ヘ

建

築

基

準

法

第

六

条

第

第

六

条

の

二

第

一

項

の

規

一

項

若

し

く

は

第

六

条

の

定

に

よ

る

確

認

の

申

請

又

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

は

同

法

第

十

八

条

第

二

項

確

認

の

申

請

又

は

同

法

第

の

規

定

に

よ

る

通

知

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

通

知

八

～

十

二

（

略

）

八

～

十

二

（

略

）

十

三

学

校

の

用

地

学

校

教

育

法

（

昭

和

二

十

二

十

三

学

校

の

用

地

学

校

教

育

法

第

四

条

第

一

項

の

造

成

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

の

造

成

（

同

法

第

八

十

三

条

第

二

項

条

第

一

項

（

同

法

第

百

三

十

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

四

条

第

二

項

に

お

い

て

準

用

含

む

）

又

は

第

八

十

二

条

。

す

る

場

合

を

含

む

）

又

は

の

八

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

。

第

百

三

十

条

第

一

項

の

規

定

認

可

の

申

請

に

よ

る

認

可

の

申

請

十

四

～

十

七

（

略

）

十

四

～

十

七

（

略

）



様
式
第
５
号
（
１
）
（
第
２
１
条
関
係
）

様
式
第
５
号
（
１
）
（
第
２
１
条
関
係
）

調
査
計
画
書

調
査
計
画
書

記
載
事
項
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

記
載
事
項
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

準
備

書
準

備
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

調
査
計
画
書

調
査
計
画
書

の
記
載
事
項
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を

の
記
載
事
項
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を

準
備

書

準
備

書
受
け
た
い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
変

受
け
た
い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
変

更
内
容
検
討
書
を
添
え
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

更
内
容
検
討
書
を
添
え
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

行
わ
な
い
手
続
等

全
部
・
一
部
（

）

行
わ
な
い
手
続
等

全
部
・
一
部
（

）

申
請

理
由

申
請

理
由



様
式
第
５
号
（
２
）
（
第
２
１
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
５
号
（
２
）
（
第
２
１
条
、
第
３
０
条
関
係
）

調
査
計
画
書

調
査
計
画
書

記
載
事
項
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

記
載
事
項
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

準
備

書
準

備
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印
担
当
課
所
名

担
当
課
所
名

所
在
地

所
在
地

担
当
者
職
・
氏
名

担
当
者
職
・
氏
名

電
話
番
号

電
話
番
号

調
査
計
画
書

調
査
計
画
書

の
記
載
事
項
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受

の
記
載
事
項
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受

準
備

書

準
備

書
け
た
い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

け
た
い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
変

え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
１
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
変

更
内
容
検
討
書
を
添
え
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

更
内
容
検
討
書
を
添
え
て
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事

都
市
計
画
対
象
事

業
の
名
称

業
の
名
称

行
わ
な
い
手
続
等

全
部
・
一
部
（

）

行
わ
な
い
手
続
等

全
部
・
一
部
（

）

申
請

理
由

申
請

理
由



様
式
第
６
号
（
１
）
（
第
２
２
条
関
係
）

様
式
第
６
号
（
１
）
（
第
２
２
条
関
係
）

対
象
事
業
廃
止
届
出
書

対
象
事
業
廃
止
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
３
条
第
１
項

対
象
事
業
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

廃
止
年
月
日

廃
止
年
月
日

廃
止
の
理
由

廃
止
の
理
由



様
式
第
６
号
（
２
）
（
第
２
２
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
６
号
（
２
）
（
第
２
２
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
廃
止
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
廃
止
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印
担
当
課
所
名

担
当
課
所
名

所
在
地

所
在
地

担
当
者
職
・
氏
名

担
当
者
職
・
氏
名

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
を
都
市
計
画
に
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条

都
市
計
画
対
象
事
業
を
都
市
計
画
に
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条

例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価

例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価

条
例
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

条
例
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事

都
市
計
画
対
象
事

業
の
名
称

業
の
名
称

廃
止
年
月
日

廃
止
年
月
日

廃
止
の
理
由

廃
止
の
理
由



様
式
第
７
号
（
１
）
（
第
２
２
条
、
第
２
６
条
関
係
）

様
式
第
７
号
（
１
）
（
第
２
２
条
、
第
２
６
条
関
係
）

対
象
事
業
変
更
届
出
書

対
象
事
業
変
更
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

第
２
３
条
第
１
項

第
２
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

第
２
９
条
第
１
項

第
２
９
条
第
１
項

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更

年
月

日

変
更

年
月

日

変
更

の
理

由

変
更

の
理

由



様
式
第
７
号
（
２
）
（
第
２
２
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
７
号
（
２
）
（
第
２
２
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
変
更
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
変
更
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印
担
当
課
所
名

担
当
課
所
名

所
在
地

所
在
地

担
当
者
職
・
氏
名

担
当
者
職
・
氏
名

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評

都
市
計
画
対
象
事
業
が
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評

価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響

価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響

評
価
条
例
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

評
価
条
例
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業
の

都
市
計
画
対
象
事
業
の

名
称

名
称

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更

年
月

日

変
更

年
月

日

変
更

の
理

由

変
更

の
理

由



様
式
第
７
号
（
３
）
（
第
２
６
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
７
号
（
３
）
（
第
２
６
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
変
更
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
変
更
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条

都
市
計
画
対
象
事
業
を
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条

例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価

例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価

条
例
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

条
例
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業
の

都
市
計
画
対
象
事
業
の

名
称

名
称

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更
後
の
事
業
の
概
要

変
更

年
月

日

変
更

年
月

日

変
更

の
理

由

変
更

の
理

由



様
式
第
８
号
（
第
２
２
条
、
第
２
６
条
関
係
）

様
式
第
８
号
（
第
２
２
条
、
第
２
６
条
関
係
）

対
象
事
業
引
継
届
出
書

対
象
事
業
引
継
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

対
象
事
業
の
実
施
を
他
の
者
に
引
き
継
い
だ
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例

第
２
３
条
第
１
項

第
２
３
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

第
２
９
条
第
１
項

第
２
９
条
第
１
項

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

引
継

年
月

日

引
継

年
月

日

引
継

の
理

由

引
継

の
理

由

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

新
た
に

て
は
、
名
称
及
び
代

新
た
に

て
は
、
名
称
及
び
代

対
象
事

表
者
の
氏
名
）

対
象
事

表
者
の
氏
名
）

業
の
実

業
の
実

施
を
引

住
所
（
法
人
に
あ
っ

施
を
引

住
所
（
法
人
に
あ
っ

き
継
い

て
は
、
主
た
る
事
務

き
継
い

て
は
、
主
た
る
事
務

だ
者

所
の
所
在
地
）

だ
者

所
の
所
在
地
）

電
話

番
号

電
話

番
号



様
式
第
９
号
（
１
）
（
第
２
３
条
関
係
）

様
式
第
９
号
（
１
）
（
第
２
３
条
関
係
）

対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
、

対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
、

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
６
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
申
請
し

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
６
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
申
請
し

ま
す
。

ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

変
更
前

変
更
前

変
更
の

変
更
の

内
容

内
容

変
更
後

変
更
後

申
請

理
由

申
請

理
由



様
式
第
９
号
（
２
）
（
第
２
３
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
９
号
（
２
）
（
第
２
３
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

印
担
当
課
所
名

担
当
課
所
名

所
在
地

所
在
地

担
当
者
職
・
氏
名

担
当
者
職
・
氏
名

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た

い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
６
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
６
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
申
請
し
ま
す
。

お
り
申
請
し
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業

都
市
計
画
対
象
事
業

の
名
称

の
名
称

変
更
前

変
更
前

変
更
の

変
更
の

内
容

内
容

変
更
後

変
更
後

申
請

理
由

申
請

理
由



様
式
第
９
号
（
３
）
（
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
９
号
（
３
）
（
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
変
更
に
係
る
手
続
等
免
除
承
認
申
請
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た

都
市
計
画
対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
、
手
続
等
を
行
わ
な
い
こ
と
の
承
認
を
受
け
た

い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

い
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
５
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第
５
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業

都
市
計
画
対
象
事
業

の
名
称

の
名
称

変
更
前

変
更
前

変
更
の

変
更
の

内
容

内
容

変
更
後

変
更
後

申
請

理
由

申
請

理
由



様
式
第
１
０
号
（
１
）
（
第
２
４
条
関
係
）

様
式
第
１
０
号
（
１
）
（
第
２
４
条
関
係
）

対
象
事
業
着
手
届
出
書

対
象
事
業
着
手
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
に
着
手
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

対
象
事
業
に
着
手
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

着
手
年
月
日

着
手
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日



様
式
第
１
０
号
（
２
）
（
第
２
４
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
１
０
号
（
２
）
（
第
２
４
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
着
手
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
着
手
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
に
着
手
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

都
市
計
画
対
象
事
業
に
着
手
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
１
項
の

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事

都
市
計
画
対
象
事

業
の
名
称

業
の
名
称

着
手
年
月
日

着
手
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日



様
式
第
１
１
号
（
１
）
（
第
２
４
条
関
係
）

様
式
第
１
１
号
（
１
）
（
第
２
４
条
関
係
）

対
象
事
業
完
了
届
出
書

対
象
事
業
完
了
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
が
完
了
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

対
象
事
業
が
完
了
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
４
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

完
了

年
月

日

完
了

年
月

日

供
用
開
始
予
定
年
月
日

供
用
開
始
予
定
年
月
日



様
式
第
１
１
号
（
２
）
（
第
２
４
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
１
１
号
（
２
）
（
第
２
４
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
完
了
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
完
了
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
が
完
了
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

都
市
計
画
対
象
事
業
が
完
了
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
４
項
の

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業
の

都
市
計
画
対
象
事
業
の

名
称

名
称

完
了

年
月

日

完
了

年
月

日

供
用
開
始
予
定
年
月
日

供
用
開
始
予
定
年
月
日



様
式
第
１
２
号
（
１
）
（
第
２
５
条
関
係
）

様
式
第
１
２
号
（
１
）
（
第
２
５
条
関
係
）

環
境
保
全
措
置
実
施
状
況
報
告
書

環
境
保
全
措
置
実
施
状
況
報
告
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

環
境
保
全
の
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第

環
境
保
全
の
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

着
手
年
月
日

着
手
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

工
事
の
進
行
状
況

工
事
の
進
行
状
況

環
境
の
保
全
の
た
め

環
境
の
保
全
の
た
め

の
措
置
の
実
施
状
況

の
措
置
の
実
施
状
況



様
式
第
１
２
号
（
２
）
（
第
２
５
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
１
２
号
（
２
）
（
第
２
５
条
、
第
３
０
条
関
係
）

環
境
保
全
措
置
実
施
状
況
報
告
書

環
境
保
全
措
置
実
施
状
況
報
告
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

環
境
保
全
の
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第

環
境
保
全
の
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第

３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条

３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
８
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業

都
市
計
画
対
象
事
業

の
名
称

の
名
称

着
手
年
月
日

着
手
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

完
了
予
定
年
月
日

工
事
の
進
行
状
況

工
事
の
進
行
状
況

環
境
の
保
全
の
た
め

環
境
の
保
全
の
た
め

の
措
置
の
実
施
状
況

の
措
置
の
実
施
状
況



様
式
第
１
３
号
（
１
）
（
第
２
６
条
関
係
）

様
式
第
１
３
号
（
１
）
（
第
２
６
条
関
係
）

対
象
事
業
中
止
届
出
書

対
象
事
業
中
止
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

対
象
事
業
を
中
止
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

対
象
事
業
を
中
止
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

対
象
事
業
の
名
称

対
象
事
業
の
名
称

中
止

年
月

日

中
止

年
月

日

中
止

の
理

由

中
止

の
理

由

対
象
事
業
の
実
施
区
域
の
現
況

対
象
事
業
の
実
施
区
域
の
現
況

中
止

後
の

措
置

中
止

後
の

措
置



様
式
第
１
３
号
（
２
）
（
第
２
６
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
１
３
号
（
２
）
（
第
２
６
条
、
第
３
０
条
関
係
）

都
市
計
画
対
象
事
業
中
止
届
出
書

都
市
計
画
対
象
事
業
中
止
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様

埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

都
市
計
画
対
象
事
業
を
中
止
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

都
市
計
画
対
象
事
業
を
中
止
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
３
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
９
条
第
１
項
の

２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
２
９
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称

都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称

中
止

年
月

日

中
止

年
月

日

中
止

の
理

由

中
止

の
理

由

都
市
計
画
対
象
事
業
の
実
施
区

都
市
計
画
対
象
事
業
の
実
施
区

域
の
現
況

域
の
現
況

中
止

後
の

措
置

中
止

後
の

措
置



様
式
第
１
４
号
（
１
）
（
第
２
７
条
関
係
）

様
式
第
１
４
号
（
１
）
（
第
２
７
条
関
係
）

氏
名
等
変
更
届
出
書

氏
名
等
変
更
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様
埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

氏
名
等
を
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

氏
名
等
を
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

１
対
象
事
業
の
名
称

１
対
象
事
業
の
名
称

２
事
業
者

２
事
業
者

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
そ
の
名
称
及

て
は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
主
た
る
事
務

て
は
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

変
更
後

所
の
所
在
地
）

変
更
後

変
更

年
月

日
変

更
年

月
日

３
受
託
者

３
受
託
者

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
そ
の
名
称
及

て
は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
主
た
る
事
務

て
は
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

変
更
後

所
の
所
在
地
）

変
更
後

変
更

年
月

日
変

更
年

月
日



様
式
第
１
４
号
（
２
）
（
第
２
７
条
、
第
３
０
条
関
係
）

様
式
第
１
４
号
（
２
）
（
第
２
７
条
、
第
３
０
条
関
係
）

氏
名
等
変
更
届
出
書

氏
名
等
変
更
届
出
書

年
月

日
年

月
日

（
あ
て
先
）

埼
玉
県
知
事

様
埼
玉
県
知
事

住
所

,
住
所

氏
名

氏
名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

,
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

電
話
番
号

氏
名
等
を
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

氏
名
等
を
変
更
し
た
の
で
、
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

１
都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称

１
都
市
計
画
対
象
事
業
の
名
称

２
事
業
者

２
事
業
者

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
そ
の
名
称
及

て
は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
主
た
る
事
務

て
は
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

変
更
後

所
の
所
在
地
）

変
更
後

変
更

年
月

日
変

更
年

月
日

３
受
託
者

３
受
託
者

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

氏
名
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
そ
の
名
称
及

て
は
、
そ
の
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

び
代
表
者
の
氏
名
）

変
更
後

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

住
所
（
法
人
に
あ
っ

変
更
前

て
は
、
主
た
る
事
務

て
は
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）

変
更
後

所
の
所
在
地
）

変
更
後

変
更

年
月

日
変

更
年

月
日




